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　学校法人昌平黌は今年百十周年を迎えました。一号館校舎は東日本大震災で大規模半壊となりましたが、多くの方々の助力もあり、
同時通訳ブースも備えた国際交流の拠点として新生しました。いわきの地を望む高台に建ち、震災からの復興と発展のシンボルとし
て認知されつつあります。 写真提供：学校法人 昌平黌（福島県いわき市）
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助
成
業
務

　

私
学
事
業
団
で
は
、「
平
成
二
十
四
年
度

学
校
法
人
等
基
礎
調
査
」
を
基
に
二
十
三
年

度
決
算
デ
ー
タ
を
集
計
し
た
、
二
十
四
年
度

版
『
今
日
の
私
学
財
政
（
幼
稚
園
・
特
別
支

援
学
校
編
）』
と
『
今
日
の
私
学
財
政
（
専

修
学
校
・
各
種
学
校
編
）』
を
七
月
に
刊
行

し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、『
今
日
の
私
学
財
政（
幼
稚
園
・

特
別
支
援
学
校
編
）』
よ
り
、
幼
稚
園
の
財

務
状
況
に
つ
い
て
概
略
を
解
説
し
ま
す
。

園
児
数･

幼
稚
園
数
と
も
に
減
少

　

文
部
科
学
省
の
学
校
基
本
調
査
に
よ
る
と

私
立
・
国
立
・
公
立
を
合
わ
せ
た
二
十
三
年

度
の
園
児
数
は
一
五
九
万
六
千
人
と
な
り
、

十
九
年
度
の
一
七
〇
万
五
千
人
か
ら
十
万
九

千
人
減
少
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
幼
稚
園
数

に
つ
い
て
も
一
三
、
二
九
九
園
と
な
り
、
十

九
年
度
の
一
三
、
七
二
三
園
か
ら
四
二
四
園

減
少
し
て
い
ま
す
。
少
子
化
に
よ
る
厳
し
い

状
況
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
ま
す（
表
１
）。

幼
稚
園
法
人
の
約
三
割
は

　
　
　
　

帰
属
収
支
差
額
が
マ
イ
ナ
ス

一　

消
費
収
支
状
況

　

一
法
人
当
た
り
の
消
費
収
支
計
算
書
で
、

十
九
年
度
と
二
十
三
年
度
を
比
較
す
る
と
、

収
入
の
部
で
は
、
学
生
生
徒
等
納
付
金
が
六

十
万
円
増
加
、
補
助
金
も
七
五
三
万
円
増
加

し
、
帰
属
収
入
は
八
八
八
万
円
増
加
し
て
い

ま
す
。
支
出
の
部
で
は
、
人
件
費
が
四
七
一

万
円
増
加
、
経
費
も
四
二
三
万
円
増
加
し
、

消
費
支
出
は
九
四
七
万
円
増
加
し
て
い
ま

す
。

　

帰
属
収
入
の
増
加
額
に
対
し
て
、人
件
費
・

経
費
の
増
加
合
計
額
の
方
が
上
回
る
状
況
と

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
帰
属
収
支
差

額
（
帰
属
収
入

－
消
費
支
出
）
は
減
少
し
て

い
ま
す
。

　

二
十
三
年
度
に
帰
属
収
支
差
額
が
マ
イ
ナ

ス
の
幼
稚
園
法
人
数
は
一
、六
六
七
法
人
で
、

集
計
法
人
の
約
三
割
と
な
っ
て
い
ま
す
。
経

営
状
況
の
目
安
と
な
る
帰
属
収
支
差
額
を
プ

ラ
ス
へ
移
行
さ
せ
る
方
策
を
検
討
し
て
実
行

し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
い
え
ま
す

（
表
２
・
３
）。

二　

財
政
状
態

　

一
法
人
当
た
り
の
貸
借
対
照
表
で
、
十
九

年
度
と
二
十
三
年
度
を
比
較
す
る
と
、
資
産

の
部
で
は
有
形
固
定
資
産
が
二
、
七
七
三
万

円
、
そ
の
他
の
固
定
資
産
が
七
五
五
万
円
、

流
動
資
産
が
一
、
五
四
九
万
円
そ
れ
ぞ
れ
増

加
し
て
お
り
、
現
金
預
金
の
増
加
も
含
め
、

資
産
の
部
は
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

構
成
比
率
を
み
る
と
有
形
固
定
資
産
の
み

一
・
一
ポ
イ
ン
ト
下
降
し
、
六
五
・
四
％
と

な
っ
て
お
り
、
施
設
・
設
備
投
資
を
控
え
、

資
金
を
引
当
特
定
資
産
や
現
金
預
金
と
し
て

内
部
留
保
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。

　

負
債
・
基
本
金
・
消
費
収
支
差
額
の
部
で

は
、
固
定
負
債
及
び
流
動
負
債
の
金
額
は
増

加
し
ま
し
た
が
、
資
産
の
部
合
計
が
増
加
し

た
こ
と
に
よ
り
、
構
成
比
率
は
減
少
し
て
い

ま
す
（
表
４
）。

私
立
幼
稚
園
の
財
務
状
況
《
平
成
二
十
三
年
度
決
算
集
計
》

表１　園児数と幼稚園数 
区　　分 19年度 23年度 差引

園 児 数 1,705,402 1,596,170 △109,232 

　 私 立 1,367,723 1,303,803 △63,920 

　 国 立 6,457 6,044 △413 

　 公 立 331,222 286,323 △44,899 

幼稚園数 13,723 13,299 △424 

　 私 立 8,292 8,226 △66 

　 国 立 49 49 0 

　 公 立 5,382 5,024 △358 
※文部科学省学校基本調査より

表２　消費収支計算書（１法人当たり金額） （単位：千円）

区　　　　　分
19年度 23年度

差引
金額 構成比率 金額 構成比率

収
入
の
部

学生生徒等納付金 66,159 49.5% 66,754 46.9% 595 
補　　助　　金 43,145 32.3% 50,673 35.6% 7,528 
そ　　の　　他 24,237 18.1% 24,992 17.5% 755 
帰　属　収　入 133,541 100.0% 142,419 100.0% 8,878 
基 本 金 組 入 額 △13,090 △9.8% △13,675 △9.6% △585 
消　費　収　入 120,451 90.2% 128,744 90.4% 8,293 

支
出
の
部

人　　件　　費 77,113 57.7% 81,825 57.5% 4,712 
経　　　　　　費 42,442 31.8% 46,672 32.8% 4,230 
そ　　の　　他 2,193 1.6% 2,718 1.9% 525 
消　費　支　出 121,748 91.2% 131,215 92.1% 9,467 

帰 属 収 支 差 額 11,793 8.8% 11,204 7.9% △589 
消 費 収 支 差 額 △1,297 △1.0% △2,471 △1.7% △1,174 

表３　帰属収支差額がマイナスの法人数

年度 集計法
人数（A）

帰属収支差額が
マイナスの法人

法人数（B）割合（B/A） 

19 5,035 1,665 33.1% 

20 5,012 1,770 35.3% 

21 5,000 1,590 31.8% 

22 5,019 1,661 33.1% 

23 5,042 1,667 33.1% 

表４　貸借対照表（１法人当たり金額） （単位：千円）

区　　　　　分
19年度 23年度

差引
金額 構成比率 金額 構成比率

資
産
の
部

有 形 固 定 資 産 341,196 66.5% 368,928 65.4% 27,732 
その他の固定資産 67,472 13.1% 75,023 13.3% 7,551 
流　動　資　産 104,558 20.4% 120,052 21.3% 15,494 
（うち現金預金）（90,513）（17.6%）（107,089）（19.0%）（16,576）
合　　　　　計 513,226 100.0% 564,003 100.0% 50,777 

収
支
差
額
の
部

負
債･

基
本
金･

消
費

固　定　負　債 35,880 7.0% 36,047 6.4% 167 
流　動　負　債 21,302 4.2% 22,015 3.9% 713 
基　　本　　金 464,189 90.4% 520,453 92.3% 56,264 
消 費 収 支 差 額 △8,145 △1.6% △14,512 △2.6% △6,367 
負債・基本金・消費
収支差額の部合計 513,226 100.0% 564,003 100.0% 50,777 
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主
要
財
務
比
率
で
財
務
分
析
を
！

　

下
表
は
、
幼
稚
園
部
門
に
つ
い
て
、
消
費

収
支
計
算
書
関
係
比
率
（
加
重
平
均
値
）
の

中
か
ら
、
収
入
の
構
成
割
合
を
見
る
た
め
の

学
生
生
徒
等
納
付
金
比
率
、
補
助
金
比
率
、

支
出
の
構
成
割
合
を
見
る
た
め
の
人
件
費
比

率
、
教
育
研
究
（
管
理
）
経
費
比
率
、
収
入

と
支
出
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
る
た
め
の
人
件
費

依
存
率
、
学
校
法
人
等
の
経
営
状
況
を
見
る

た
め
の
帰
属
収
支
差
額
比
率
を
都
道
府
県
ご

と
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　

各
財
務
比
率
の
見
方
の
ポ
イ
ン
ト
は
『
今

日
の
私
学
財
政
』に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

併
せ
て
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
ら
の
財
務
比
率
だ
け
で
財
政
や
経
営

を
判
断
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
各

学
校
法
人
等
に
お
い
て
、
今
後
の
経
営
改
善

を
進
め
る
際
の
参
考
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ

い
（
表
５
）。

　

毎
年
、
各
都
道
府
県
を
通
じ
て
「
学
校
法

人
等
基
礎
調
査
」
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
引
き
続
き
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
〇
三（
三
二
三
〇
）七
八
四
〇
〜
七
八
四
三
・
七
八
五
〇

Ｅ
メ
ー
ル　

k-chousa@
shigaku.go.jp

表５　都道府県別財務比率一覧（幼稚園部門）

区　分 部　門　数 学生生徒等
納付金比率 補助金比率 人件費比率 人件費依存率 教育研究（管理）

経　費　比　率 帰属収支差額比率

19年度 23年度 19年度 23年度 19年度 23年度 19年度 23年度 19年度 23年度 19年度 23年度 19年度 23年度
園 園 % % % % % % % % % % % %

北海道 458 445 51.0 51.8 36.1 37.4 62.1 64.9 121.8 125.2 31.4 32.0 5.3 2.3 
青　森 109 97 46.6 47.7 37.1 36.4 67.1 68.1 144.0 142.6 31.0 34.3 0.4 △3.2
岩　手 83 80 43.4 39.2 37.2 41.9 63.6 56.7 146.6 144.6 33.9 34.2 1.7 5.6 
宮　城 145 147 51.3 38.5 32.3 45.4 58.4 52.0 113.9 135.0 33.9 34.4 6.7 12.6 
秋　田 60 62 45.3 44.9 34.9 37.5 59.9 60.9 132.0 135.5 35.5 34.7 0.5 3.8 
山　形 84 82 39.6 38.0 39.2 44.9 61.6 61.0 155.8 160.6 31.4 33.0 6.2 4.9 
福　島 125 125 42.3 33.6 39.3 47.9 60.6 51.8 143.2 154.1 31.4 34.2 7.2 12.3 
茨　城 182 187 40.4 37.3 44.3 44.5 58.0 57.7 143.4 154.8 29.8 32.5 11.0 6.6 
栃　木 179 170 51.6 48.1 37.4 36.8 61.1 56.2 118.3 116.9 28.1 28.2 9.1 14.6 
群　馬 101 109 48.7 47.5 38.7 40.1 63.6 63.9 130.7 134.6 31.5 32.1 4.3 3.2 
埼　玉 504 501 52.1 52.3 27.8 28.8 55.9 57.6 107.2 110.1 31.8 36.1 11.1 5.0 
千　葉 394 387 52.7 51.6 32.2 33.2 56.9 56.4 108.0 109.1 29.4 30.6 12.2 11.8 
東　京 439 480 56.7 52.2 24.8 29.0 58.4 55.0 103.1 105.3 28.5 27.9 11.8 15.7 
神奈川 496 508 59.9 59.3 24.0 25.3 56.7 57.9 94.6 97.5 29.3 31.0 12.6 9.6 
新　潟 108 94 44.8 40.8 41.3 48.0 67.9 61.7 151.7 151.3 30.2 28.3 1.1 7.8 
富　山 52 51 46.1 44.2 39.5 40.8 55.7 54.6 120.8 123.4 40.0 41.5 3.6 2.6 
石　川 61 60 51.6 47.0 42.4 44.7 65.8 60.5 127.5 128.6 33.2 35.3 △2.3 3.6 
福　井 28 30 38.8 39.1 31.0 45.5 50.2 51.2 129.4 131.0 25.3 29.6 17.9 17.9 
山　梨 61 61 49.6 45.8 35.9 38.7 65.1 64.8 131.3 141.3 33.6 34.6 △0.1   △2.3
長　野 102 92 54.2 48.8 36.0 37.5 64.8 63.2 119.7 129.4 28.4 30.8 4.2 4.8 
岐　阜 84 80 52.7 55.2 31.6 31.9 59.1 61.8 112.3 112.1 33.3 36.7 6.5 0.1 
静　岡 219 219 46.2 45.7 38.3 41.0 58.5 60.3 126.7 131.9 31.0 32.6 9.0 5.9 
愛　知 402 399 39.6 40.3 40.8 44.9 57.8 59.4 145.9 147.7 30.9 32.1 9.9 7.1 
三　重 58 49 49.2 53.6 32.0 32.7 61.0 60.7 124.0 113.4 31.7 29.8 6.7 6.5 
滋　賀 24 24 36.3 28.6 48.0 61.7 63.9 52.6 175.8 184.1 29.6 24.1 6.1 23.1 
京　都 138 135 46.3 45.4 37.5 40.3 59.8 60.5 129.0 133.2 33.1 33.4 5.3 5.3 
大　阪 374 340 41.2 42.7 40.4 40.1 55.6 58.3 134.8 136.5 34.3 36.2 8.7 2.7 
兵　庫 193 198 49.1 47.8 33.4 32.4 53.9 54.2 109.7 113.4 31.3 30.5 13.4 10.6 
奈　良 38 41 49.3 50.2 32.9 33.2 59.8 66.2 121.4 132.1 36.0 45.8 3.6 △12.8
和歌山 41 40 38.7 38.3 43.7 46.9 63.9 65.1 164.9 170.2 29.9 31.2 5.8 3.1 
鳥　取 29 28 47.2 47.9 39.0 42.1 62.2 63.0 131.7 131.4 27.9 31.1 8.3 4.9 
島　根 12 11 57.1 53.4 32.1 37.9 65.4 69.4 114.4 130.0 39.3 42.5 △7.8 △14.1
岡　山 31 33 40.8 39.6 42.3 42.8 65.0 66.4 159.3 167.9 26.0 29.9 8.8 3.4 
広　島 184 185 44.4 42.4 40.7 43.3 55.5 52.4 125.1 123.7 37.0 41.4 6.3 3.8 
山　口 113 107 34.8 33.1 47.2 52.8 58.6 63.7 168.3 192.7 29.3 32.2 11.5 3.7 
徳　島 9 10 56.8 53.0 25.7 27.6 62.4 65.0 110.0 122.6 30.5 33.3 6.4 △0.5
香　川 30 34 52.4 47.7 34.8 33.3 65.0 58.7 124.1 123.1 31.1 29.9 3.0 8.0 
愛　媛 76 87 48.1 43.2 36.9 41.1 62.0 54.2 129.0 125.5 27.9 27.1 7.6 17.8 
高　知 30 30 45.7 42.0 40.0 43.0 64.7 64.9 141.7 154.3 29.0 29.1 4.8 1.9 
福　岡 334 325 52.5 51.2 34.1 34.4 59.0 55.7 112.2 108.7 32.0 32.7 7.8 9.8 
佐　賀 77 75 52.0 50.1 35.4 37.2 64.8 58.1 124.7 116.0 33.5 32.2 1.1 8.7 
長　崎 123 124 53.4 47.6 32.2 33.8 63.4 58.9 118.7 123.8 32.7 30.9 1.8 9.4 
熊　本 108 105 39.3 35.6 51.3 56.8 63.1 63.6 160.4 178.9 26.6 27.8 9.6 8.2 
大　分 62 61 42.1 40.6 41.5 47.0 59.2 59.9 140.8 147.7 29.5 33.3 10.6 5.0 
宮　崎 115 109 39.7 35.2 46.5 50.9 64.5 63.7 162.6 181.1 30.4 31.8 4.2 3.9 
鹿児島 142 146 40.1 35.0 44.6 51.0 59.2 58.0 147.6 165.7 33.7 33.2 6.3 7.8 
沖　縄 16 30 47.1 44.7 33.9 33.6 54.1 47.6 114.7 106.5 33.1 30.7 11.9 21.2 
全国平均 6,833 6,793 49.2 47.8 34.3 36.4 58.6 58.0 119.0 121.4 31.1 32.4 9.0 8.0 
（注）部門数は学校法人が設置する幼稚園数である。また、部門数の全国平均部分は合計数である。
（参考）学生生徒等納付金比率：学生生徒等納付金／帰属収入　　人件費依存率：人件費／学生生徒等納付金
　　　補助金比率：補助金／帰属収入　　　　　　　　　　　　教育研究（管理）経費比率：（教育研究経費＋管理経費）／帰属収入　又は経費／帰属収入
　　　人件費比率：人件費／帰属収入　　　　　　　　　　　　帰属収支差額比率：帰属収支差額（帰属収入－消費支出）／帰属収入



平成 2 5 年 1 1 月 1 日　第 1 9 1 号

4

助
成
業
務

　貴法人、貴学校のデータのほか、都道府県別、学部等系統、学生生徒等数（総現員規模、総定員規模）などを抽出条
件として以下の集計データ（合算値、１法人当たり、１学校当たり等）を出力することができます。
　※他の法人や他の学校の個別データを出力することはできません。
　取得できるデータ（例）
　　　資金収支計算書、人件費内訳表、消費収支計算書、貸借対照表、学生生徒等数、納付金、教職員数、教職員給与、
　　　教職員の年齢別平均給与（大学・短期大学のみ）、各財務比率など

　操作手順の詳細は、ポータルサイトに掲載されている「私学情報提供システム　操作マニュアル」をご覧いた
だくか、下記にお問い合わせください。
　セキュリティ確保の観点から、親認証もしくは子認証（私学情報提供システム用）を必要としています。なお、「基
礎調査票e-マネージャにより発行した子認証」及び「学校法人ポータルサイト閲覧用子認証」ではアクセスでき
ませんのでご注意ください。
　詳細は学校法人ポータルサイトトップ画面の「お知らせ」に掲載
されている「電子証明書の利用権限」をご覧ください。

※ これまでの「私学データ作成システム」は平成24年度末で終了し、
25年度より「私学情報提供システム」となっています。

３．「私学情報提供システム」で取得できるデータ

私学情報提供システムについて

２．利用するシステムを選択

１．事業団ホームページより学校法人ポータルサイトへアクセス

ユーザID（法人番号）とパスワードを入力

再度、ユーザID（法人番号）とパスワードを入力

問い合わせ先（私学振興事業本部）
私学経営情報センター 私学情報室
☎ 03（3230）7846・7847
E メール　center@shigaku.go.jp

私学情報提供システムのご案内
私学事業団では、「学校法人基礎調査」等をはじめとする各種調査で収集した私立学校等の情報を学校法人へ還

元するため、大学法人から小学校法人を対象にインターネットによる情報提供サービス（｢私学情報提供システム｣）
を行っています。
当システムをご活用いただき学校法人の経営に役立てていただければ幸いです。

本事業団ホームページ（私学振興事業本部）を表示し、
「学校法人ポータルサイトへ」をクリック

経営分析に役立つ！

私学情報提供システム
をクリック



平成 2 5 年 1 1 月 1 日　第 1 9 1 号

5

助
成
業
務

ＱＱ

Ｑ Ｑ

Ｑ

ＱＱ

一

般

補

助

研
究
旅
費
調
査
票

　

 

国
外
へ
研
究
の
た
め
に
出
張
す
る
際

に
か
か
る
、
国
内
の
空
港
ま
で
の
交
通

費
等
は
対
象
と
な
り
ま
す
か
。

Ａ 

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
国
内
で
の
研
究

に
か
か
る
鉄
道
賃
・
船
賃
・
航
空
賃
・
日

当
及
び
宿
泊
料
を
対
象
と
し
て
い
る
た

め
、
た
と
え
国
内
の
交
通
費
等
で
あ
っ
て

も
、
国
外
で
の
研
究
に
か
か
る
旅
費
等
に

つ
い
て
は
、
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

学
生
経
費
に
係
る
調
査
票（
障
害
の
あ
る
学
生
）

　

障
害
の
程
度
を
確
認
す
る
書
類
と
し
て
、

ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

Ａ 

障
害
者
手
帳
等
の
公
的
な
書
類
や
、
医

師
の
診
断
書
、
学
内
の
保
健
セ
ン
タ
ー
等

の
学
生
の
健
康
管
理
を
行
う
部
署
の
相
談

記
録
な
ど
、
障
害
の
程
度
が
確
認
で
き
、

具
体
的
配
慮
が
必
要
と
判
断
し
た
資
料
等

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　

な
お
、
障
害
者
手
帳
の
写
し
等
の
取
り

扱
い
に
は
十
分
注
意
し
、
個
人
情
報
は
各

大
学
等
に
お
い
て
適
切
に
管
理
・
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

教
員
経
費
に
係
る
調
査
票（
教
育
研
究
補
助
者
）

　

 

同
一
の
大
学
院
生
を
、
四
月
か
ら
九

月
ま
で
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト

（
Ｔ
・
Ａ
）
と
し
て
、
十
月
か
ら
三
月
ま

で
リ
サ
ー
チ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
（
Ｒ
・
Ａ
）

と
し
て
雇
用
す
る
場
合
、
本
調
査
票
の

Ｒ
・
Ａ
と
Ｔ
・
Ａ
に
そ
れ
ぞ
れ
一
名
と
し

て
申
請
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

Ａ 

同
一
人
を
重
複
し
て
申
請
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
Ｒ
・
Ａ
又
は
Ｔ
・
Ａ
の
い

ず
れ
か
一
方
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

学
生
経
費
に
係
る
調
査
票
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）

　

 

「
他
大
学
等
へ
の
授
業
の
配
信
」
に
つ

い
て
、
同
一
大
学
の
別
キ
ャ
ン
パ
ス
か

ら
授
業
の
配
信
を
受
け
て
遠
隔
教
育
を

実
施
し
て
い
る
場
合
は
該
当
し
ま
す
か
。

Ａ 

該
当
し
ま
す
。
こ
こ
で
の
「
授
業
配
信
」

に
は
、
同
一
大
学
の
別
キ
ャ
ン
パ
ス
の
授

業
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
等
に
よ

り
受
講
で
き
る
体
制
を
整
備
し
実
施
し
て

い
る
場
合
も
含
み
ま
す
。
た
だ
し
、
遠
隔

教
育
を
行
え
る
環
境
を
整
備
し
、
実
施
し

て
い
る
こ
と
が
要
件
と
な
り
ま
す
の
で
、

本
年
度
に
履
修
者
が
お
ら
ず
、
授
業
を
開

講
し
な
か
っ
た
場
合
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

認
証
評
価
経
費
調
査
票

　

 

自
己
点
検
・
自
己
評
価
に
か
か
る
経

費
は
、「
認
証
評
価
経
費
」
の
対
象
経
費

に
含
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

Ａ 

対
象
と
な
る
も
の
は
、
認
証
評
価
を
実

施
す
る
た
め
に
直
接
必
要
な
経
費
の
み
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
原
則
と
し
て
含
め
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
認
証
評

価
機
関
へ
提
出
す
る
書
類
の
一
部
と
し
て

印
刷
し
た
自
己
点
検
・
自
己
評
価
報
告
書

代
な
ど
は
、
対
象
に
含
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。特

別

補

助

就
職
支
援
・
就
業
力
育
成
の
充
実
に
向
け
た

取
組
み

「
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
の
有
資
格

者
数
」
の
カ
ウ
ン
ト
に
つ
い
て

　

 

委
託
業
者
と
契
約
し
、
派
遣
し
て
も

ら
っ
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が

い
ま
す
。
契
約
書
で
は
四
人
派
遣
し
て

も
ら
う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実

際
は
一
〇
人
が
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
ん

で
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
支
援
員
は
一
〇

人
と
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ 

四
人
と
な
り
ま
す
。
一
〇
人
が
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
ん
で
い
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
四
人
を
派
遣
し
て
も
ら
う
と
い
う

契
約
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
四
人

と
な
り
ま
す
。

社
会
人
の
組
織
的
な
受
入
れ
へ
の
支
援
「
共

通
要
件
」
及
び
「
社
会
人
の
受
入
れ
環
境
整

備
へ
の
支
援
」
に
つ
い
て

大
学
等
で
学
ん
だ
社
会
人
の
再
雇
用
支
援

　

 

一
般
の
方
を
対
象
と
し
た
講
座
を
開

講
し
て
い
ま
す
が
、
受
講
者
の
中
に
離

職
者
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
対
象

に
な
り
ま
す
か
。

Ａ 

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
広
く
一
般
に
向

け
た
講
座
で
は
な
く
、
離
職
者
向
け
に
用

意
さ
れ
た
講
座
で
あ
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト

と
な
り
、
講
座
の
案
内
や
募
集
要
項
等
で

そ
れ
ら
が
確
認
で
き
る
こ
と
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

助
成
部　

補
助
金
課

一
般
補
助

☎
〇
三（
三
二
三
〇
）七
三
〇
〇
〜
七
三
〇
二

七
三
〇
六
〜
七
三
〇
八

特
別
補
助

☎
〇
三（
三
二
三
〇
）七
三
〇
三
〜
七
三
〇
五

七
三
〇
九
〜
七
三
一
一

Ｅ
メ
ー
ル　

hojokin@
shigaku.go.jp

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
Ｑ
＆
Ａ
②

学
校
法
人
か
ら
、
補
助
金
課
に
寄
せ
ら
れ
た
質
問
を

Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
ご
紹
介
し
ま
す
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今
年
創
立
百
十
周
年
を
迎
え
た
、
福
島
県

い
わ
き
市
の
学
校
法
人
昌
平
黌　

東
日
本
国

際
大
学
・
い
わ
き
短
期
大
学
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

本
年
二
月
に
竣
工
し
た
復
興
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
る
新
一
号
館
で
、
緑
川
浩
司
理
事
長
、

田
久
昌
次
郎
学
長
や
教
職
員
の
皆
様
か
ら
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。

―  

東
日
本
大
震
災
発
生
時
は
ど
う
対
応
し

ま
し
た
か 

―

　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た

東
日
本
大
震
災
の
当
日
、
学
校
は
春
休
み
で

し
た
が
、
学
内
や
学
生
寮
に
は
多
く
の
学
生

や
教
職
員
が
い
ま
し
た
。

　

理
事
長
の
指
揮
で
直
ち
に
全
員
の
無
事
を

確
認
し
、
学
内
の
学
生
を
市
内
の
避
難
所
へ

誘
導
し
ま
し
た
。
液
状
化
の
被
害
に
あ
っ
た

寮
の
学
生
は
柔
道
場
へ
、
帰
国
し
て
い
な

か
っ
た
留
学
生
は
図
書
館
や
学
生
食
堂
に
集

め
ま
し
た
。
そ
の
夜
か
ら
炊
き
出
し
を
し
な

が
ら
、
学
内
で
の
避
難
生
活
が
三
日
間
続
き

ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
福
島
第
一
原
発
に
お
い
て
大
き

な
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、
留
学
生
の

受
け
入
れ
先
の
確
保
を
急
ぎ
、
東
京
の
創
価

大
学
か
ら
「
全
員
を
受
け
入
れ
る
」
と
い
う

返
事
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
創
価
大
学
に
到

着
後
は
順
次
帰
国
の
手
配
を
続
け
、
二
十
一

日
ま
で
に
希
望
者
を
全
員
母
国
に
帰
す
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
中
、
教
職
員
で
メ
ー
ル
や
電
話

等
に
よ
る
安
否
確
認
を
続
け
、
二
十
三
日
に

は
学
生
全
員
の
無
事
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
入
学
予
定
者
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
で
連
絡
し
、
在
学
生
は
ゼ
ミ
単
位
で
担

当
教
員
が
全
員
の
被
災
状
況
を
把
握
し
、
授

業
料
免
除
や
住
居
の
手
配
を
し
ま
し
た
。

― 

被
災
状
況
は
ど
う
で
し
た
か 

―

　

本
学
に
は
五
号
館
ま
で
の
建
物
が
あ
り
ま

す
が
、
一
号
館
が
本
震
と
度
重
な
る
余
震
の

影
響
を
受
け
、
使
用
が
不
可
能
な
状
況
と
な

り
ま
し
た
（
大
規
模
半
壊
）。

　

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
二
号
館
・
三
号
館
も

内
外
壁
に
亀
裂
が
入
り
修
復
が
必
要
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、
一
号
館
隣
り
に

あ
っ
た
弓
道
場
は
土
台
が
裂
け
隣
の
法の

り

面
が

大
き
く
崩
落
し
た
事
か
ら
、
使
用
不
可
と
な

り
ま
し
た
。
女
子
寮
で
も
地
盤
沈
下
な
ど
の

被
害
が
あ
り
、
他
の
寮
で
も
修
復
が
必
要
な

状
況
で
し
た
。

―  

新
一
号
館
の
建
設
は
ど
の
よ
う
に
進
め

ら
れ
ま
し
た
か  

―

　

も
と
も
と
、
一
号
館
は
築
四
十
五
年
を
経

過
し
て
お
り
、
震
災
前
よ
り
耐
震
補
強
か
建

替
え
か
検
討
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
に

東
日
本
大
震
災
が
お
こ
り
、
大
規
模
半
壊
に

な
っ
た
の
で
、
解
体
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の

で
す
。

　

震
災
後
、
直
ぐ
に
立
ち
上
げ
た
復
興
本
部

を
中
心
に
、
震
災
の
年
の
二
十
三
年
三
月
下

旬
か
ら
新
校
舎
建
築
計
画
を
立
て
ま
し
た
。

教
育
施
設
設
計
の
実
績
が
あ
る
設
計
業
者
を

選
定
し
、
設
計
業
者
と
本
学
の
復
興
本
部

で
、
各
専
門
分
野
で
の
意
見
収
集
や
検
討
・

調
整
を
重
ね
設
計
し
ま
し
た
。
二
十
四
年
三

月
に
は
新
一
号
館
の
建
築
に
着
工
し
、
着
工

後
も
、
設
計
業
者
・
施
行
業
者
及
び
復
興
本

部
ス
タ
ッ
フ
で
月
二
回
の
定
例
会
議
を
設
け

協
議
し
、
工
期
に
遅
れ
も
な
く
本
年
二
月
二

十
三
日
に
竣
工
式
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

い
わ
き
市
で
は
こ
の
新
一
号
館
が
最
も
早

く
復
興
し
ま
し
た
。
高
台
に
あ
る
建
物
は
国

道
を
通
る
人
や
住
民
か
ら
よ
く
見
え
ま
す
。

「
い
わ
き
市
が
今
後
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
」

と
い
う
漠
然
と
し
た
不
安
の
中
で
、
日
々
完

成
し
て
い
く
こ
の
建
物
を
目
に
し
た
方
々
か

ら
、「
希
望
が
湧
い
て
く
る
」
と
い
う
お
話

も
あ
り
ま
し
た
。

　

新
校
舎
は
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
地

域
の
人
の
精
神
的
な
支
え
と
な
っ
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―  

新
一
号
館
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
特
に
工
夫
・
配
慮
を

さ
れ
た
点
は
あ
り
ま
す
か 

―

　

復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
人
間
力
教
育

や
研
究
活
動
の
中
心
と
な
る
だ
け
で
な
く
、

本
学
を
拠
点
に
地
域
と
世
界
を
繋
ぐ
施
設
と

な
る
事
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
「
世
界
に
羽
ば
た
く
ゲ
ー
ト
」
を
コ
ン
セ

プ
ト
に
、
外
観
北
面
に
は
、
一
階
か
ら
三
階

に
わ
た
り
全
面
ガ
ラ
ス
の
壁
面
を
取
り
入
れ

東
日
本
大
震
災
を
乗
り
越
え
て

学
校
法
人
昌し

ょ
う

平へ
い

黌こ
う　

東
日
本
国
際
大
学　

い
わ
き
短
期
大
学

３月14日早朝　バスを待つ留学生

建設中の新一号館

事
業
団
資
金
で
明
日
を
拓
く　

―
特
別
編
―
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て
い
ま
す
。
研
究
室
フ
ロ
ア
ー
に
は
屋
上
か

ら
太
陽
光
を
取
り
入
れ
、
ま
た
階
段
教
室
に

は
吹
き
抜
け
が
あ
り
、
陽
光
に
満
ち
た
校
舎

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

二
階
か
ら
三
階
を
占
め
る
三
〇
〇
名
収
容

可
能
な
階
段
講
義
室
は
、
四
か
国
語
同
時
通

訳
シ
ス
テ
ム
を
備
え
、
国
内
外
の
有
識
者
に

よ
る
国
際
会
議
な
ど
が
開
催
可
能
で
す
。
本

年
六
月
末
に
、
同
時
通
訳
シ
ス
テ
ム
を
活
用

し
て
、
日
中
韓
三
か
国
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
一
階
に
は
様
々
に
配
置
換
え
可

能
な
多
目
的
ホ
ー
ル
が
あ
り
、
地
域
の
方
々

に
も
活
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
本
年
六
月
に
本
学
客
員
教
授
で
あ

る
吉
村
作
治
先
生
の
写
真
展
及
び
ト
ー
ク

シ
ョ
ー
を
行
い
ま
し
た
。

　

四
階
研
究
室
フ
ロ
ア
ー
に
は
、
研
究
室
二

十
一
室
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
を

四
教
室
設
け
、
本
学
の
特
色
で
あ
る
「
骨
太

な
少
人
数
教
育
」
を
実
践
し
て
お
り
ま
す
。

　

六
階
屋
上
に
は
、
本
学
の
建
学
の
精
神
で

あ
る
「
儒
学
」
を
尊
ぶ
大
成
殿
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
校
舎
内
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
テ
ー

ブ
ル
や
イ
ス
を
設
置
し
、学
生
の
自
由
学
習
・

憩
い
の
場
を
設
け
、
ゆ
と
り
あ
る
空
間
を
提

供
し
て
い
ま
す
。

　

平
面
計
画
は
玄
関
か
ら
各
室
に
至
る
使
い

や
す
い
室
レ
イ
ア
ウ
ト
と
導
線
計
画
と
し
ま

し
た
。
階
段
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
の
〝
縦
導
線

コ
ア
〞
を
校
舎
両
端
に
配
置
し
、
二
方
向
避

難
と
し
た
避
難
性
能
の
高
い
計
画
と
な
っ
て

い
ま
す
。
構
造
計
画
は
柱
や
梁
を
バ
ラ
ン
ス

良
く
配
置
し
、
大
断
面
鉄
骨
を
採
用
し
た
構

造
耐
力
の
高
い
耐
震
設
計
と
し
て
い
ま
す
。

特
に
耐
久
性
向
上
の
た
め
南
と
北
面
外
壁
を

Ｐ
Ｃ
構
造
と
し
、
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
や
外
壁
タ

イ
ル
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
打
ち
こ
み
、
外
壁

タ
イ
ル
の
落
下
防
止
と
ク
ラ
ッ
ク
防
止
を

図
っ
て
い
ま
す
。
立
面
（
外
観
）
は
最
新
の

大
学
校
舎
に
相
応
し
い
、
二
丁
掛
け
タ
イ
ル

と
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
を
採
用
し
、
暖
色
系

の
彩
り
タ
イ
ル
が
軽
快
な
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー

ル
と
バ
ラ
ン
ス
良
く
構
成
さ
れ
、
教
育
施
設

の
重
厚
な
イ
メ
ー
ジ
を
醸
し
出
し
つ
つ
洒
落

た
デ
ザ
イ
ン
で
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。

―  
新
一
号
館
へ
の
学
生
、
保
護
者
等
の
反

応
は
い
か
が
で
す
か 

―

　

学
生
か
ら
は
、
新
一
号
館
に
つ
い
て
は
、

非
常
に
良
い
回
答
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　

教
室
や
研
究
室
以
外
の
設
備
・
施
設
に
つ

い
て
は
、
特
に
休
憩
時
間
等
を
過
ご
す
時
の

カ
フ
ェ
テ
リ
ア
・
ホ
ワ
イ
エ
が
好
評
で
す
。

ま
た
、
そ
の
場
で
パ
ン
を
焼
い
て
い
る
ベ
ー

カ
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ
も
学
生
か
ら
良
い
反
応
を

も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

女
子
学
生
か
ら
は
、
三
階
の
パ
ウ
ダ
ー

ル
ー
ム
が
好
評
で
利
用
者
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

見
学
を
終
え
た
保
護
者
か
ら
の
反
応
は
、

「
素
晴
ら
し
い
施
設
で
勉
強
で
き
る
我
が
子

は
幸
せ
で
す
ね
！
羨
ま
し
い
で
す
！
」
と
い

う
言
葉
が
多
く
聞
か
れ
ま
す
。
と
り
わ
け
、

お
母
様
方
か
ら
は
、
学
生
同
様
三
階
の
パ
ウ

ダ
ー
ル
ー
ム
が
好
評
で
し
た
。

―  

地
域
の
方
か
ら
の
評
価
は
い
か
が
で
す

か 

―

　

い
わ
き
市
の
中
心
市
街
地
の
シ
ン
ボ
ル
と

な
る
建
築
物
の
一
つ
と
し
て
、
い
わ
き
駅
か

ら
徒
歩
圏
内
と
い
う
立
地
条
件
も
踏
ま
え

て
、
行
政
や
教
育
関
係
者
か
ら
は
、
中
規
模

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
を
実
施
す
る
際
の
活
用

が
期
待
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
本
学
の

卒
業
生
や
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
に
来
た

高
校
生
、
高
校
教
員
の
方
々
か
ら
も
、
新
し

い
施
設
で
勉
学
が
で
き
る
こ
と
に
期
待
の
声

が
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
、
高
評
価
を
得
て
い
ま

す
。

―  

新
一
号
館
建
設
費
用
の
一
部
に
事
業
団

の
復
旧
支
援
融
資
を
ご
利
用
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い 

―

　

一
号
館
を
建
て
替
え
る
た
め
の
資
金
と
し

て
は
、
国
の
震
災
復
興
補
助
金
は
二
分
の
一

が
上
限
で
補
助
金
以
外
は
借
入
金
を
予
定
し

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
借
入
額
が
大
き

く
、
震
災
後
の
混
乱
期
の
中
で
市
中
銀
行
か

ら
の
調
達
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
る
に
は
か

な
り
の
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た

の
で
、
事
業
団
の
融
資
を
利
用
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
事
業
団
か
ら
の
融
資
は
長
期
で
借

り
入
れ
が
で
き
る
の
で
、
単
年
度
の
負
担
が

軽
く
、
市
中
銀
行
よ
り
低
利
で
借
り
ら
れ
る

こ
と
も
融
資
を
利
用
し
た
理
由
で
す
。

　

取
材
を
終
え
て 

　

取
材
に
訪
れ
た
八
月
上
旬
の
こ
の
日
、
地

元
で
は
「
た
い
ら
七
夕
ま
つ
り
」
の
真
っ
最

中
で
、
学
生
た
ち
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
頑

張
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
学
内
で
は
夏
休
み
期
間
中
に
も
か

か
わ
ら
ず
、集
中
講
義
や
部
活
動
、ゼ
ミ
ナ
ー

ル
や
就
職
相
談
な
ど
で
、
学
校
に
足
を
運
ぶ

学
生
と
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
教
職
員
の
活

気
に
溢
れ
た
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

そ
こ
か
ら
は
、
学
生
と
教
職
員
の
日
常
の

距
離
の
近
さ
、
ま
た
そ
の
つ
な
が
り
の
強
さ

が
垣
間
見
え
、
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。

女子学生・保護者から好評の
パウダールーム

ボランティアに励む野球部の部員たち
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共
済
業
務

●
参
加
対
象
者
等

　

•
学
校
法
人
等
の
共
済
事
務
担
当
者

　

•
各
学
校
か
ら
二
名
ま
で

　

•
参
加
は
一
人
一
コ
ー
ス
の
み

●
研
修
内
容

　

私
学
共
済
事
務
の
経
験
が
お
お
む
ね
三
年

以
内
の
人
を
対
象
と
し
た
研
修
で
す
。

　

テ
キ
ス
ト
及
び
「
事
務
の
手
引
」
を
基
に

基
礎
的
な
業
務
内
容
の
研
修
を
行
い
ま
す
。

　

⑴
二
日
コ
ー
ス

　

 　

私
学
共
済
の
共
済
業
務
全
般
（
主
に
資

格
・
短
期
・
長
期
）

　

⑵
一
日
コ
ー
ス

　

 　

私
学
共
済
制
度
の
業
務
の
中
で
、
研
修

希
望
の
多
い
資
格
・
短
期
及
び
長
期
の
各

部
門
ご
と

●
申
し
込
み
方
法

　

開
催
案
内
の
「
平
成
二
十
五
年
度　

第
二

回　

私
学
共
済
事
務
担
当
者
研
修
会
申
込

書
」に
よ
り
、十
一
月
二
十
九
日（
金
）【
必
着
】

ま
で
に
共
済
事
業
本
部
へ
郵
送
に
よ
り
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
参
加
通
知

　

参
加
の
可
否
は
、
十
二
月
中
旬
に
学
校
法

人
等
あ
て
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
そ
の
他

　

各
コ
ー
ス
の
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
抽

選
と
な
り
ま
す
。

　

応
募
者
が
著
し
く
少
な
い
コ
ー
ス
は
、
中

止
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

初
任
者
を
対
象
に
私
学
共
済
制
度
の
業
務
内
容
や
事
務
手
続
き
な
ど
の
基
礎
的
事
項
を
中
心
と

し
た
事
務
担
当
者
研
修
会
を
各
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
で
開
催
し
ま
す（
会
場
・
日
程
等
は
下
表
参
照
）。

詳
し
く
は
、
十
月
分
掛
金
納
付
通
知
書
（
十
一
月
中
旬
送
付
）
に
同
封
す
る
開
催
案
内
「
私
学
共

済
事
務
担
当
者
研
修
会
の
開
催
に
つ
い
て
」
又
は
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
事
務
担
当
者
コ
ー

ナ
ー
▼
お
知
ら
せ
〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

一
月
十
四
日
（
火
）
〜
一
月
三
十
日
（
木
）

平
成
二
十
五
年
度　

第
二
回

　

私
学
共
済
事
務
担
当
者
研
修
会

広
報
相
談
セ
ン
タ
ー 

相
談
班

研修会会場・日程等一覧

会　　　　　場 コース番号 実　施　日 スケジュール 定 員 研 修 内 容

札幌ガーデンパレス ① １月15日（水）～１月16日（木） ２日 50名 共済業務全般

仙台ガーデンパレス ② １月28日（火）～１月29日（水） ２日 40名 共済業務全般

東京ガーデンパレス

③ １月14日（火）　　　　　　　　 １日 70名 資格・短期

④ １月16日（木）～１月17日（金） ２日 50名 共済業務全般

⑤ １月22日（水）　　　　　　　　 １日 70名 資格・短期

⑥ １月23日（木）～１月24日（金） ２日 70名 共済業務全般

⑦ １月27日（月）～１月28日（火） ２日 70名 共済業務全般

⑧ １月30日（木）　　　　　　　　 １日 70名 長　　期

名古屋ガーデンパレス ⑨ １月28日（火）～１月29日（水） ２日 50名 共済業務全般

京都ガーデンパレス ⑩ １月15日（水）～１月16日（木） ２日 40名 共済業務全般

大阪ガーデンパレス
⑪ １月21日（火）　　　　　　　　 １日 70名 長　　期

⑫ １月22日（水）～１月23日（木） ２日 70名 共済業務全般

広島ガーデンパレス ⑬ １月22日（水）～１月23日（木） ２日 45名 共済業務全般

福岡ガーデンパレス ⑭ １月15日（水）～１月16日（木） ２日 50名 共済業務全般
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共
済
業
務

　

私
学
事
業
団
で
は
、
介
護
に
関
す
る
ビ
デ

オ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
無
料
で
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。

●
貸
し
出
し
ビ
デ
オ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ

①
「
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ブ
ッ
ク　

新
し
い
介
護
」

　
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
全
一
巻
）

②
「
在
宅
介
護
教
室
」

　
（
ビ
デ
オ
全
五
巻
又
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
全
一
巻
）

③
「
す
こ
や
か
シ
ル
バ
ー
介
護
」

　
（
ビ
デ
オ
全
八
巻
）

④
「
在
宅
介
護
の
基
礎
と
実
践
」

　
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
全
十
巻
）

　

詳
し
く
は
、「
私
学
共
済
ブ
ッ
ク
２
０

１
３
〔
保
健
・
宿
泊
編
〕」
四
二
頁
又
は
、

私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
福
祉
事
業
の

ご
案
内
▼
と
く
と
く
情
報
▼
全
国
共
通
〕

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
方
法

　
「
介
護
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
借
入
申
込
書
」
に
必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
各
ガ
ー
デ
ン
パ

レ
ス
共
済
業
務
課
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。

※ 

申
込
書
は
、「
私
学
共
済
ブ
ッ
ク
２
０
１

３
〔
保
健
・
宿
泊
編
〕」
一
九
八
頁
又
は
、

私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
な
お
、
返
却
に
か
か

る
送
料
は
実
費
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
は
、
社
会

保
障
制
度
改
革
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項

を
審
議
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
か
ら
二
十
五
年
八

月
ま
で
二
十
回
に
わ
た
り
、会
議
が
行
わ
れ
、

「
確
か
な
社
会
保
障
を
将
来
世
代
に
伝
え
る

た
め
の
道
筋
」
を
示
し
た
報
告
書
が
、
二
十

五
年
八
月
六
日
に
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
論
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
少
子
化
、
医

療
、介
護
、年
金
の
社
会
保
障
四
分
野
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

少
子
化
分
野
に
お
い
て
は
、
子
育
て
支
援

等
へ
の
財
源
の
確
保
、
医
療
分
野
に
お
い
て

は
、
財
政
基
盤
の
安
定
化
及
び
医
療
給
付
の

重
点
化
・
効
率
化
、
介
護
分
野
に
つ
い
て
は
、

一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
利
用
者
負
担
の
引

上
げ
、
年
金
分
野
に
つ
い
て
は
、
長
期
的
な

持
続
可
能
性
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
す
る
制

度
の
確
立
、
社
会
経
済
状
況
の
変
化
に
対
応

し
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
の
強
化
等
に

つ
い
て
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
社
会
保
障
制
度
改
革
の
全
体
像
及

び
進
め
方
を
明
ら
か
に
す
る
法
律
案
（
プ
ロ

グ
ラ
ム
法
案
）
に
つ
い
て
、
臨
時
国
会
で
、

審
議
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
報
告
書
に

つ
い
て
は
、
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
き
ょ
う
さ
い
ト
ピ
ッ
ク
ス
」
に
掲
載
し
ま

し
た
の
で
、
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

介
護
ビ
デ
オ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

『
社
会
保
障
制
度

　
　
　

改
革
国
民
会
議
』

 

報
告
書
の
掲
載

福
祉
部 

保
健
課

企
画
室

災
害
見
舞
金

 

業
務
部　

短
期
給
付
課

　

加
入
者
や
そ
の
被
扶
養
者
（
任
意
継
続
加

入
者
を
含
み
ま
す
）
が
、
台
風
や
水
害
、
火

事
な
ど
の
非
常
災
害
に
よ
り
、
住
居
や
家
財

に
五
分
の
一
以
上
の
損
害
を
受
け
た
と
き

は
、
災
害
見
舞
金
や
災
害
見
舞
金
付
加
金
が

請
求
で
き
ま
す
。

【
請
求
方
法
】

　
「
災
害
見
舞
金
・
災
害
見
舞
金
付
加
金
請

求
書
」
に
「
災
害
状
況
明
細
書
」
を
添
え
て

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　

災
害
見
舞
金
請
求
書
の
証
明
欄
に
市
区
町

村
長
、
消
防
署
長
又
は
警
察
署
長
の
証
明
を

受
け
る
か
、
り
災
の
程
度
が
明
記
さ
れ
た
、

り
災
証
明
書
を
必
ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
災
害
状
況
明
細
書
」
は
、
支
給

額
の
算
出
の
基
に
な
り
ま
す
の
で
、
住
居
や

家
財
の
現
状
や
損
害
の
状
況
を
で
き
る
だ
け

詳
し
く
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
支
給
額
】

　

住
居
又
は
家
財
が
三
分
の
一
以
上
焼
失
又

は
滅
失
し
た
場
合
は
、
損
害
の
程
度
に
応
じ

て
標
準
給
与
の
月
額
の
〇
・
五
〜
三
か
月
分

の
災
害
見
舞
金
と
災
害
見
舞
金
の
六
〇
％
相

当
額
の
災
害
見
舞
金
付
加
金
を
、
住
居
又
は

家
財
が
五
分
の
一
以
上
三
分
の
一
未
満
焼
失

又
は
滅
失
し
た
場
合
は
、
標
準
給
与
の
月
額

の
〇
・
五
か
月
分
の
災
害
見
舞
金
付
加
金
を

支
給
し
ま
す
。

　

ま
た
、
災
害
見
舞
金
付
加
金
を
決
定
し
た

人
に
は
、
災
害
見
舞
品
の
カ
タ
ロ
グ
を
送
付

し
ま
す
の
で
品
物
を
選
び
同
封
の
「
災
害
見

舞
品
連
絡
書
」
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

災
害
貸
付

 

福
祉
部　

貸
付
課

　

加
入
者（
任
意
継
続
加
入
者
を
除
き
ま
す
）

が
、水
震
火
災
、そ
の
他
の
非
常
災
害
に
あ
っ

た
た
め
に
、
資
金
を
必
要
と
す
る
と
き
に
貸

付
け
し
ま
す
。

▼
申
し
込
み
資
格

　

加
入
者
期
間
が
引
き
続
き
一
年
以
上
の
人

▼
貸
付
額

　

標
準
給
与
の
月
額
の
六
か
月
分
相
当
額
の

範
囲
内
（
限
度
額
二
百
万
円
）

▼
貸
付
利
率

　

年
二
・
〇
〇
（
平
成
二
十
五
年
十
月
現
在

の
特
例
利
率
で
す
）

▼
申
し
込
み
手
続
き

　

貸
付
申
込
書
及
び
借
用
証
書
に
、
公
的
機

関
が
発
行
す
る
「
り
災
証
明
書
」
を
添
付
し
、

学
校
法
人
等
を
経
由
し
て
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

▼
申
込
受
付
期
間

　

災
害
発
生
日
以
後
六
か
月
以
内
で
す
。

災
害
に
あ
っ
た
と
き
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▼ 

平
成
二
十
五
年
十
月
分
か
ら
年
金
額
が

一
・
〇
％
の
引
き
下
げ
と
な
り
ま
し
た

　
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
九
十
九
号
）」
並
び
に
関
係
政

令
が
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
二
十
五
年
十
月
分
か
ら

の
年
金
額
は
、
一
・
〇
％
の
引
き
下
げ
と
な

り
ま
し
た
。

一 　

現
在
の
年
金
額
〈「
本
来
水
準
」
と
「
特

例
水
準
」
の
年
金
額
〉

　

平
成
十
六
年
の
年
金
制
度
改
正
に
よ
り
、

年
金
額
は
、
物
価
指
数
（
総
務
省
が
発
表
す

る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
を
い
い

ま
す
。
以
下
同
じ
）
や
賃
金
の
変
動
を
反
映

し
た
水
準
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。こ
れ
を「
本

来
水
準
」
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
少
子
高
齢

化
の
進
行
に
伴
い
、
年
金
額
の
自
動
調
整
の

仕
組
み
（
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
）
が
併
せ

て
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
方
、
そ
れ
ま
で
の
年
金
額
は
、
特
例
措

置
に
よ
り
十
一
年
か
ら
十
三
年
ま
で
の
物
価

指
数
の
下
落
を
十
二
年
度
か
ら
十
四
年
度
の

年
金
額
に
反
映
さ
せ
て
お
ら
ず
、
そ
の
ま
ま

「
本
来
水
準
」
の
年
金
額
を
適
用
す
る
と
年

金
額
の
大
幅
な
減
額
と
な
る
た
め
、
改
正
前

の
水
準
を
「
特
例
水
準
」
と
し
て
残
し
、
い

ず
れ
か
高
い
方
を
年
金
額
と
し
て
決
定
す
る

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
の
年
金
額
は
、
こ
の
「
特
例
水
準
」

の
年
金
額
と
な
っ
て
お
り
、「
本
来
水
準
」

の
年
金
額
に
比
べ
、
二
・
五
％
高
い
水
準
と

な
っ
て
い
ま
す
（
下
図
参
照
）。

二　

特
例
水
準
の
解
消

　

こ
の
特
例
的
に
高
く
な
っ
て
い
る
二
・

五
％
に
つ
い
て
、
現
役
世
代
の
年
金
額
の
確

保
に
つ
な
げ
、世
代
間
の
公
平
を
図
る
た
め
、

公
的
年
金
制
度
に
お
け
る
一
律
の
措
置
と
し

て
、
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
二
十
七
年
度
ま

で
の
三
年
間
で
解
消
す
る
法
律
が
二
十
四
年

十
一
月
に
成
立
し
、
こ
の
十
月
か
ら
施
行
さ

れ
ま
し
た
。
解
消
の
第
一
段
階
と
し
て
、
二

十
五
年
十
月
分
か
ら
の
年
金
額
は
、一
・
〇
％

の
引
き
下
げ
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
二
十
六
年
四
月
以
降
の
年
金
額
の

改
定
等
に
つ
い
て
は
、
時
期
に
な
り
ま
し
た

ら
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

※
本
来
水
準
の
年
金
額
に
つ
い
て
は
、
今

回
、
引
き
下
げ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 （年度）

特例水準

本来水準

物価指数の動き

年金額水準の特例措置

平成17年以降の
物価の動き

平成25年
10月
特例水準
1.0％
引き下げ

 

■年金額改定の推移（概念図）

平成17年に物価が下落し、18年度の
年金額を引き下げ、これ以降、23年度
に年金額を引き下げるまで、17年の物
価が改定の基準となる
その間、特例水準の年金額は据え置き

平成22年の物価指数が
17年の水準を0.4％下
回ったため、23年度は年
金額を0.4％引き下げ

平成23年の物価指数の変
動率が対前年比で－0.3％
であったため、24年度は
年金額を0.3％引き下げ

平成24年の物価指数
の変動率が対前年比で
+-0.0％であったた
め、25年4～9月分の
年金額は同額

格
差
2.5
％

格
差
2.5
％平

成
16
年

年
金
制
度
改
正

平
成
二
十
五
年
十
月
以
降

の
年
金
額

〜
特
例
水
準
の
解
消
〜

年
金
部　

年
金
第
一
課
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▼
新
共
済
法
に
よ
る
年
金
額
の
改
定

　

年
金
額
を
構
成
す
る
定
額
部
分
、
給
与
比

例
部
分
、
職
域
加
算
部
分
の
計
算
に
用
い
る

物
価
ス
ラ
イ
ド
率
を
改
定
す
る
こ
と
に
よ

り
、
年
金
額
を
改
定
し
ま
す
（
給
与
比
例
部

分
、
職
域
加
算
部
分
を
計
算
す
る
際
の
物
価

ス
ラ
イ
ド
率
は
、
加
入
者
期
間
に
よ
り
異
な

り
ま
す
【
表
１
】）。

　

ま
た
、
加
給
年
金
額
や
最
低
保
障
額
な
ど

に
つ
い
て
も
【
表
２
】
の
と
お
り
改
定
さ
れ

ま
す
。

　

な
お
、
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金
の
額
に
つ

い
て
も
、同
様
の
改
定
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

▼
改
定
後
の
年
金
額
の
通
知
等

　

改
定
後
の
年
金
額
は
、「
改
定
通
知
書
」

等
に
よ
り
、
年
金
受
給
権
者
ご
本
人
あ
て
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ま
た
、
改
定
後
の
年
金
額
の
支
給
は
十
二

月
定
期
支
給
期
（
十
、
十
一
月
分
）
か
ら
と

な
り
ま
す
。

【表１　物価スライド率】

項目
物価スライド率

改定前 改定後

定額部分 0.978 0.968

給与比例部分
職域加算部分

①平成13年12月以前の加入者期間がある人 0.978 0.968

②平成14年1月以降の加入者期間のみの人（③～⑥に該当する人を除く） 0.987 0.977

③平成15年1月以降の加入者期間のみの人（④～⑥に該当する人を除く） 0.990 0.980

④平成17年1月以降の加入者期間のみの人（⑤又は⑥に該当する人を除く） 0.993 0.983

⑤平成22年1月以降の加入者期間のみの人（⑥に該当する人を除く） 0.997 0.987

⑥平成23年1月以後の加入者期間のみの人 1.000 0.990

【表２　新共済法による年金に係る加給年金額等】

項目 改定前の額 改定後の額

退
職
共
済
年
金

加
給
年
金
額

配偶者 226,300円 224,000円

特別加算額 受給権者の
生年月日

昭和 9年4月2日～昭和15年4月1日 33,300円 33,000円

昭和15年4月2日～昭和16年4月1日 66,800円 66,100円

昭和16年4月2日～昭和17年4月1日 100,200円 99,200円

昭和17年4月2日～昭和18年4月1日 133,600円 132,200円

昭和18年4月2日～ 166,900円 165,200円

子２人目まで１人につき 226,300円 224,000円

子３人目から１人につき 75,400円 74,600円

障
害
共
済
年
金

障害基礎年金不支給による給与比例部分の最低保障額 589,900円 583,900円

職務上最低保障額

１級 4,182,500円 4,139,700円

２級 2,583,300円 2,556,900円

３級 2,337,300円 2,313,400円

加給年金額（障害等級１・２級に限る） 226,300円 224,000円

遺
族
共
済

年
金

職務上最低保障額 1,045,600円 1,034,900円

中高齢寡婦加算額 589,900円 583,900円

経過的寡婦加算額の計算基礎額 589,900円 583,900円
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　　　　　　 配偶者や子に恒常的な収入があるが、被扶養者の範囲内であるため認定申請
したい

　給与収入や不動産所得等がある場合でも、恒常的な収入が被扶養者の限度額内であるときは被扶養者として認定されます。
【添付書類】

１　続柄及び生年月日を確認する書類
　　 （①又は②のいずれかを添付してく

ださい）

①配偶者・子の戸籍抄本（又は謄本）
② 配偶者・子の住民票（加入者が世帯主であって、続柄が明記されたものに
限ります）

２　

 

配
偶
者
・
子
の
収

　
　

入
に
関
す
る
書
類

（1）自営業で事業所得がある人 ①所得証明書（所得の種類が確認できる最新のもの）
②確定申告書の写し（税務署の受付印のある最新のもの）
（①又は②のいずれかを添付してください）

（2） 不動産所得、利子所得等が
ある人

（3） アルバイトやパート等で給
与収入がある人

勤務先の年収見込証明書及び社会保険未加入証明書
（平成25年版「事務の手引」109ページ参照。私学共済ホームページ〔様式用
紙等のダウンロード〕からひな型をダウンロードできます）

事例４ 60歳以上の配偶者を被扶養者として認定申請したい
　60歳以上の人は、年金（恩給、扶助料も含みます）の受給の有無や年金額等について確認するための書類が必要となります。
　また、年金以外に恒常的収入がある場合は、その金額を確認する書類も必要となりますので、 事例３ の収入に関する
書類も添付してください。
【添付書類】

１　続柄及び生年月日を確認する書類
　　 （①又は②のいずれかを添付してく

ださい）

①配偶者の戸籍抄本（又は謄本）
② 配偶者の住民票（加入者が世帯主であって、続柄が明記されたものに限り
ます）

２　

配
偶
者
の
収
入
に
関
す
る
書
類

（1）年金請求中の場合
　　 （①及び②両方とも添付し

てください）

① 年金事務所等が発行した年金見込額が確認できる書類、又は裁定請求書を
提出した年金事務所等の名称と概算額を記載した口述書（認定対象者の署
名・捺印のあるもの）

② 年金額決定後に被扶養者の収入限度額を超える年金の決定があった場合
は、さかのぼって被扶養者認定を取り下げる旨の誓約書（加入者の署名・
捺印のあるもの）

（2）年金受給中の場合 公的年金等の証書の写し（年金額等の記載のあるもの）
ただし、年金額が改定されている場合は、最新の改定通知書の写し

（3）年金を受給していない場合 公的年金を受給していない旨の口述書（認定対象者の署名・捺印のあるもの）
ただし、受給する権利があり、その年金額の全額が停止となっている場合は、
最新の改定通知書又は年金支給額変更通知書の写し

事例５ 任意継続加入者が再資格取得をしたときの認定申請
　私学共済制度の任意継続加入者が再資格取得する場合で、任意継続加入者の
ときに被扶養者として認定されていた人については、添付書類を省略できます。
　この場合は、「被扶養者認定申請書」の余白に「任意継続加入者からの再資
格取得」と朱書きのうえ、任意継続加入者であったときの加入者番号も明記し
てください。

事例６ 加入者が継続資格取得したときの認定申請
　前任校から認定されている被扶養者については、そのまま継続して被扶養者
認定されます。したがって手続きは必要ありません。
　なお、被扶養者の要件を欠いたときは、「被扶養者取消申請書」を取消日に
在職している学校法人等から提出してください。

事例３

A校
任意継続
加入者

　認定申請書
（添付書類
　省略可）

A校 B校

　認定申請　
　手続き不要



平成 2 5 年 1 1 月 1 日　第 1 9 1 号

13

共
済
業
務

―ポイントと事例②―被扶養者認定申請
　８月号では、被扶養者になれる人の範囲や収入及び添付書類について「出
生に伴う子の認定」と「子の扶養替え」の２つの事例を挙げて説明しました。
　今回は、加入者の資格取得に伴う配偶者や子の被扶養者認定 について
説明します。この場合、被扶養者認定の事由発生日は資格取得日となりま
す。申請は、資格取得した日から30日以内に行ってください。

※ 65歳未満の加入者が20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定申請する場合は、「国民年金第３号被保険者資格取得・
種別変更・種別確認（３号該当）届」を「被扶養者認定申請書」と同時に提出してください。
※ 「被扶養者認定申請書」及び国民年金第３号被保険者の届出用紙は複写式のため、私学共済ホームページからダウンロードでき
ません。用紙は、共済事業本部又は各ガーデンパレス（東京・京都を除きます）共済業務課へ請求してください。

　　　　　　 前の健康保険制度（国民健康保険を除きます）から引き続いて配偶者や子を
被扶養者として認定申請したい

　加入者が他の健康保険制度（国民健康保険を除きます）から引き続き資格取得をする場合（前の職場を退職した日又は
翌日に私学共済制度に加入するとき）で、前の健康保険制度で配偶者や子が被扶養者として認定されていたときは、添付
書類を次の書類に代えることができます。
【添付書類】

前の健康保険制度で被扶養者として認定されていたことが確認できる書類
　健康保険証、組合員証の写し又は資格証明書など（続柄、生年月日が確認できるもの）
※子のみの認定で、学校法人等から扶養手当が支給されない場合は、夫婦共同扶養に関する書類（上記［注］）も必要です。

事例２ 配偶者や子に恒常的な収入がないため、被扶養者として認定申請したい
　原則として18歳以上60歳未満の人を認定申請するときは次の書類が必要です。
【添付書類】

１　続柄及び生年月日を確認する書類
　　 （①又は②のいずれかを添付して

ください）

①配偶者・子の戸籍抄本（又は謄本）
② 配偶者・子の住民票（加入者が世帯主であって、続柄が明記されたものに
限る）

２　配偶者・子の収入に関する書類
　　 （①又は②のいずれかを添付して

ください）

①非課税証明書（最新のもの）
② 有効期限の記載のある学生証の写し又は在学証明書（昼間部の在籍及び修
了年限が明示されたものに限ります）

※大学院生・夜間部・通信教育課程の学生は①に限ります。

　なお、最近日本に帰国又は入国したため、非課税証明書が取れないときは、ア及びイの書類が必要です。
　ア　非課税証明書が交付されない理由及び国内・国外における収入がない旨の口述書
　イ　氏名、生年月日及び出入国年月日の記載されているパスポートの写し又は戸籍の附票

①加入者との続柄及び生年月日を確認する書類
②認定対象者自身の恒常的収入が被扶養者の限度額内であるかどうかを確認する書類
③夫婦共同扶養に関する書類［注］

［注］夫婦共同扶養に関する添付書類
　　 　子を申請する場合、被扶養者とすべき子の人数にかかわらず夫婦それぞれの年間収入の多い方の被扶養者と

なります。その際、源泉徴収票の写し、所得証明書、勤務先の年収見込証明書などで収入を確認します（配偶
者が育児休業等により休業している場合、配偶者の年間収入は休業前の金額で比較します）。

「被扶養者認定申請書」に添付する書類

事例１

業務部　資格課業務部　資格課



共済事業本部
〒113 - 8441　文京区湯島1-7-5

☎03（3813）5321（代表）
ご照会の際には、学校記号番号、加入者番号を
お手元にご用意ください。

共済業務

２日（月）
掛金  10月分納期限
貸付  送金

６日（金） 貸付  11月分定期償還期限
10日（火） 貯金  払込期限（必着）
13日（金） 貸付  １月６日送金申し込み・任意償還申出締め切り

月の共済業務スケジュール月の共済業務スケジュール1212

月の共済業務スケジュール月の共済業務スケジュール1111
１日（金） 積立共済年金・共済定期保険  後期加入申し込み開始
５日（火） 貸付  送金
６日（水） 貸付  10月分定期償還期限
８日（金） 貯金  払込期限（必着）

15日（金）
貸付  12月２日送金申し込み・任意償還申出締め切り
アイリスプラン  年金コース加入申し込み締め切り

20日（水） 貯金  送金
22日（金） 貸付  送金

25日（月）
貯金  払戻・解約請求締め切り
積立共済年金  脱退申出等締め切り

28日（木）
掛金  10月分掛金口座振替（自振校のみ）
貸付  11月分定期償還口座振替（自振校のみ）

29日（金）
貸付  12月24日送金申し込み締め切り
積立共済年金・共済定期保険  後期加入申し込み締め切り

年内の手続き書類の
受け付け・処理

　年内の共済業務の書類等の受け付け及び処理は、次の
とおりです。
資格関係
• 加入者証等の交付及び資格関係の確認通知書は、12
月12日（木）受付分までを年内に発送する予定です。

• 資格取得・喪失は、12月18日（水）受付分までを12月
分の掛金で調定する予定です。 【業務部　資格課】
短期給付関係
• 短期給付関係の請求は、12月４日（水）受付分までを
年内に送金する予定です。 【業務部　短期給付課】
貸付関係
• 年内最終送金（12月24日〈火〉）の貸付申し込みは、11
月29日（金）が締め切りです。 【福祉部　貸付課】

　上記の受け付け及び処理は、書類等に不備がないこ
とを前提としています。
　年末の業務は12月27日（金）までとなっていますの
で、書類等は期限に余裕をもって提出してください。

児童手当拠出金の納付対象基準額が
決定しました

　平成25年の定時決定による基準額は、182万円となり
ました（前年と同額）。10月調定時に長期給付にかかる
標準給与の月額の合計が182万円以上となる学校法人等
については、25年10月分から26年９月分までの間、掛金
とあわせて児童手当拠出金を納付することになります。
納付額については、「掛金・児童手当拠出金納付通知書」
で通知します。
　なお、定時決定時の基準額により納付対象となった学
校法人等は、その後に長期給付にかかる標準給与の月額
の合計額が基準額を下回ることになっても、その期間内
においては、児童手当拠出金を納付することになります。
 【業務部　掛金課】

積立共済年金・共済定期保険の
後期加入申込期間

　積立共済年金・共済定期保険の後期加入申込期間はい
ずれも11月１日（金）から11月29日（金）までとなります。
新規加入・加入内容の変更等をする場合は、加入申込期
間内に申し込んでください。 【福祉部　保健課】

無効の加入者証等回収と返納のお願い

　加入者（任意継続加入者を含みます）の資格喪失や被
扶養者の取り消しなどに伴い、無効となった加入者証及
び加入者被扶養者証は必ず返納してください。特に任意
継続加入者になる人への周知をお願いします。
① 加入者証等を紛失により返納できないときは「加入者
証等返納不能届書」を提出してください。
② 加入者証等の返納が確認できない場合、該当の学校法
人等又は任意継続加入者に対して「加入者証等回収調
査票」を送付しますので、記入のうえ返送してください。
※ 加入者等が後期高齢者医療制度に加入した後は、私学
事業団の加入者証等は使用できませんので、ご注意く
ださい。 【業務部　資格課】

貸付けの申し込み締め切り日に
ご注意ください

　12月24日送金分は11月29日（金）が締め切り日とな
ります。通常の締め切り日（毎月15日・月末）が土・日
曜日又は休日のときは繰り上がりますのでご注意くださ
い。 【福祉部　貸付課】
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私学事業団ホームページ　http://www.shigaku.go.jp/
助成業務　http://www.shigaku.go.jp/s_home.htm
共済業務　http://www.shigakukyosai.jp/（私学共済ホームページ）



私学振興事業本部
〒102 - 8145　千代田区富士見1-10-12

☎03（3230）1321（代表）
助成業務

「平成24年度学術研究振興資金　
学術研究報告」を作成しました

　平成24年度に交付した ｢学術研究振興資金｣ 及び ｢若
手研究者奨励金｣ の研究課題について、その研究成果を
取りまとめ、｢平成24年度学術研究振興資金　学術研究
報告｣（ＣＤ-Ｒ）を作成しました。
　一般の研究者の方などで、
当該「学術研究報告」の送付
をご希望される場合は、助成
部寄付金課までお気軽にお問
い合わせください。
 助成部　寄付金課
 　☎03（3230）7316・7319
 　Ｅメール　kifukin@shigaku.go.jp

会計処理等のご質問・ご相談を
承っています

　私学経営情報センターでは、会計処理をはじめ、私学
経営全般にわたる事項についてご質問、ご相談を承って
います。ぜひご利用ください。
　また、東日本大震災にかかる義援金や奨学金等の処理
に対するご質問についてもお受けしています。

 私学経営情報センター　私学情報室
 　☎03（3230）7838・7846・7847
 　ＦＡＸ　03（3230）8727
 　Ｅメール　center@shigaku.go.jp
 　※Eメールでのご質問は、お名前・
 　所属・連絡先をご記入ください。

助成業務ホームページのご案内
　私学事業団助成業務では、各業務の情報や提出資料の様式等をホームページでお知らせしています。情報の
更新は随時行っていますので、皆様ご活用ください。

■アクセス方法
　私学事業団ホームページ▶助成業務、もしくは私
学事業団ホームページの「助成業務」枠内の各業務
名をクリック。
　ＵＲＬ（http://www.shigaku.go.jp/s_home.htm）

■問い合わせ先
　〒102-8145
　日本私立学校振興・共済事業団　企画室　
　　☎03（3230）7811・7822
　　Ｅメール　kikaku@shigaku.go.jp

私立大学等経常費補助金
　•補助金の配分基準等
　•補助金の交付状況

融　　　資
　 ○現在、耐震化事業等には通常よりも有利な条件
の融資を行っております。期間限定ですので、こ
の機会にぜひご利用ください。 

　•耐震改築事業に対する長期低利融資のご案内
　• 耐震化等防災安全対策のための低利融資のご案内

　•学校法人に対する貸付け事業のご案内

経営支援・情報提供
　•「私立学校運営の手引き」
　•経営判断指標
　•自己診断チェックリスト
　•学校法人ポータルサイトのご案内

寄付金
　○受配者指定寄付金
　•受配者指定寄付金「寄付金事務の手引」
　•寄付金パンフレット
　○学術研究振興基金
　•学術研究振興基金のご案内
　•募金協力へのお願い
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融資事業のご案内融資事業のご案内

宿泊施設のご案内宿泊施設のご案内
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（禁無断転載） 

私学共済ホームページから宿泊予約ができます。
h t t p : / / w w w . s h i g a k u k y o s a i . j p /

問 い 合わせ先
（私学振興事業本部）

融資部　融資課　☎03（3230）7861～7867
Ｅメール yushi＠shigaku.go.jpご相談はお早目にどうぞ

平成25年度融資のご相談、お待ちしています！

校舎、園舎等の施設の建築
（改修も含みます）

校地、園地の購入

機器備品の購入

　私学事業団融資は、長期借入・固定金利・
元金据置（最大２年間）・元金均等償還です。

　施設整備をご計画なら「安心で、安定感
のある」本事業団資金のご利用を検討され
てはいかがでしょうか。
　25年度融資のご希望については、現在
受付中です。

■融資金利表（平成25年11月１日現在）

融資費目
返済期間

20年以内
（うち据置２年）

10年以内
（据置年数含む）

６年以内
（据置年数含む）

【一般施設費】
　　 校（園）舎、体育館、講堂、遊

戯室等の建築事業等並びに校
（園）地の買収事業等

年％ 年％ 年％

1.3 0.8 0.6
【特別施設費】
　　 寄宿舎、国際交流会館、セミ

ナーハウス等の建築事業並び
に当該施設建築のための土地
買収事業等

1.4 0.9 ―

【教育環境整備費】
　　校教具、通園バス等の購入
　　 ※幼稚園、特別支援学校、専

修学校が対象
― ―

5年6か月以内
（うち据置6か月）

0.5
【教育環境整備費】
　　 大型設備・情報技術整備等 ― 0.8 ―
※融資金利は毎月の金利情勢により変更することがあります。
※上記費目以外にも災害復旧事業、公害対策事業等が対象となります。

※写真はイメージです※写真はイメージです

〒810-0001　福岡市中央区天神4-8-15　☎092（713）1112（代表）
（福岡空港・ＪＲ「博多」駅から地下鉄で「天神」駅下車、徒歩５分。「西鉄福岡（天神）」
駅下車、徒歩７分）http://www.hotelgp-fukuoka.com

ようこそ、福岡ガーデンパレスへ！！
博多の味を季節に合わせて博多の味を季節に合わせて

四季の膳　1泊2食　
　　　　　シングル（1名様） 9,500円
　　　　　ツイン　（2名様）18,000円
平成26年３月31日まで（年末年始を除き
ます）の宿泊プランです。
• 夕食は旬の食材を使用し、地産地消にこ
だわった会席料理です。　

• 朝食は、新鮮な旬の食材を使用した和・
洋バイキングになります。

　５階フロアーはシモンズ社製ベッドを完備
し、リニューアル営業中です。
　フロアーごとにリニューアル工事を進め、
平成26年１月までに客室全面リニューアル
オープンします。

二段重（和食と洋食セット）　20,000円
一段重（和食又は洋食）　　　10,000円

　　　　　※上記は、加入者価格です
　　　　　•限定各300個・全国無料配送
ご予約は、12月14日（土）までとさせていただきます。

客室のリニューアル客室のリニューアル

おせち料理おせち料理
（イメージ）（イメージ）

おせち料理の販売についておせち料理の販売について

夕食（イメージ）夕食（イメージ）




